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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期
連結累計期間

第72期
第１四半期

連結累計期間
第71期

会計期間

自　2020年
　　４月１日
至　2020年
　　６月30日

自　2021年
　　４月１日
至　2021年

　　６月30日

自　2020年
　　４月１日
至　2021年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,712,846 5,657,605 21,417,891

経常利益 (千円) 318,646 229,013 1,102,435

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 199,736 171,895 670,978

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 251,024 195,450 836,365

純資産額 (千円) 12,162,932 12,970,377 12,675,885

総資産額 (千円) 18,348,294 19,281,014 19,440,984

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 26.21 22.56 88.06

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 66.3 67.3 65.2

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用

した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　主要な関係会社については、当第１四半期連結会計期間において、株式取得により株式会社太陽プロパンを子会社

化したため、連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要

なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）

等を適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る経営成績の状況及び当第１四半期連結会計期間に係る財政状態

の状況については、当該会計基準等を適用した後のものとなっております。

　詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりでありま

す。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済活動が正常化するとの期待等から景況感は改善傾向にあ

ります。製造業において、新型コロナウイルスワクチンの接種が急速に進展した海外経済の回復に伴い輸出の増加

など明るさが見える一方で、感染再拡大への懸念も交錯しており、一部のサービス業では、依然として先行き不透

明感が残っております。また、当社グループの売上高に影響を及ぼす原油価格は、欧米の大幅な需要増加期待から

２年８ヶ月ぶりの70ドル/バレルを突破しております。

　このような環境のもとで、当社グループの売上高は、5,657百万円と前年同四半期と比べ944百万円（20.0％）の

増収となりました。

　損益面では、売上総利益は、1,996百万円と前年同四半期と比べ９百万円（0.5％）の減益となりました。販管費

が1,787百万円と前年同四半期と比べ51百万円（3.0％）増加し、営業利益は、208百万円と前年同四半期と比べ60百

万円（22.6％）の減益となりました。

　営業外収益及び営業外費用を加減算した経常利益は、229百万円と前年同四半期と比べ89百万円（28.1％）の減益

となりました。法人税、住民税及び事業税等控除後の親会社株主に帰属する四半期純利益は、171百万円と前年同四

半期と比べ27百万円（13.9％）の減益となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①　リビング事業

　当セグメントにおきましては、ＬＰガスの仕入価格に連動する販売単価が上昇したことに加え、ＬＰガスの出

荷量が前年同四半期と比べ増加したこと等により、売上高は、3,707百万円と前年同四半期と比べ787百万円

（27.0％）の増収となったものの、売上総利益が減少したこと等により、セグメント利益（営業利益）は、127百

万円と前年同四半期と比べ114百万円（47.3％）の減益となりました。

②　アクア事業

　当セグメントにおきましては、「知床らうす海洋深層水純水ブレンド」（エフィールウォーター）及び「スー

パーバナジウム富士」の販売本数が減少し、売上高は、305百万円と前年同四半期と比べ19百万円（6.0％）の減

収となりました。売上高の減少に伴い売上総利益も減少したこと等により、セグメント利益（営業利益）は、11

百万円と前年同四半期と比べ22百万円（65.8％）の減益となりました。

③　医療・産業ガス事業

　当セグメントにおきましては、酸素濃縮器等の在宅医療機器のレンタルや医療用酸素等の医療ガスの販売が増

加したこと等により、売上高は、1,644百万円と前年同四半期と比べ176百万円（12.1％）の増収となりました。

売上高の増加に伴い売上総利益も増加したこと等により、セグメント利益（営業利益）は、69百万円（前年同四

半期は６百万円の損失）となりました。
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　当第１四半期連結会計期間における財政状態の概要は、次のとおりであります。

（資産）

　当第１四半期連結会計期間の資産合計は19,281百万円となり、前連結会計年度末と比べ159百万円の減少となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少551百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加20百万円、電子記録

債権の減少95百万円、土地の増加89百万円、有形固定資産のその他の増加159百万円並びにのれんの増加111百万円

であります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間の負債合計は6,310百万円となり、前連結会計年度末と比べ454百万円の減少となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少115百万円、電子記録債務の減少21百万円、短期借入金の増加90

百万円、未払法人税等の減少171百万円並びに長期借入金の減少178百万円であります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間の純資産合計は12,970百万円となり、前連結会計年度末と比べ294百万円の増加となり

ました。この主な要因は、利益剰余金の増加270百万円であります。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、主力商品であるＬＰガスはオール電化や都市ガス等

の攻勢が考えられるなど、リビング事業をはじめとしていずれの事業においても競争が厳しく、今後もさらに厳し

さが増すことが予想されます。当社グループとしては、これらの状況を踏まえ、各事業においての総合力を効果的

に発揮することで、ユーザー件数増加を最優先にした営業活動を展開する方針であります。

　当社グループは、事業の継続的発展と企業価値の向上を目指した事業ポートフォリオの構築のため、各事業を自

立させ、規模のメリットとともに経営の効率化、合理化を図り、エネルギー自由化時代を勝ち抜く企業形態を目指

しております。当社グループは強固な経営基盤を構築するため、営業力のさらなる強化を図り、また、のれんの買

収やＭ＆Ａによる新規販売先の獲得等、拡大施策を実施してまいります。
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(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループは、ＬＰガス販売を中核とするリビング事業により発展してまいりました。「保安なくして繁栄な

し」をモットーに「保安の確保」「安定供給」を追求するとともに快適で安全な暮らしのサポーターとなることを

目指しております。

　しかしながら、ＬＰガスの販売環境は、電気、都市ガスの小売り自由化や省エネ機器の普及、都市ガスエリアへ

の人口シフトによる出荷量の減少、といった厳しい状況にあります。

　こうした環境のもと、当社グループの主力事業である「リビング事業」を維持発展させながら「アクア事業」及

び「医療・産業ガス事業」を第２、第３の収益の柱にするべく経営資源を投入してまいりました。

　当期は「グループの強靭な連携・結束」を掲げて、業務の効率化、保安の確保、安定供給体制の強化を推し進め

てまいります。

　各事業の主な施策は次のとおりであります。

＜リビング事業＞

① 需要開発課の機能強化により、ＬＰガスの利用を促し、新規のお客様獲得及び既存のお客様との関係強化に注

力します。

② 電力販売事業は契約数３万件に向け、ＬＰガスやアクア商品とのセット販売及びグループ会社との連携による

拡販に努めます。

③ 全営業店で建築・工事のスペシャリストを育成し、リフォーム事業の自立に注力します。

④ ＬＰＷＡ（広域無線通信検針システム）を計画的に設置して、検針・配送業務の効率化を図ります。

＜アクア事業＞

① 各事業部門との連携及び他商材を絡めた販売戦略を展開します。

② 販売チャネルの多様化による営業展開を図ります。

③ ミネラルウォーター以外の商材提案も行い、お客様満足度を高めて当社ファン作りに努めます。

④ 設備強化を実施した鈴鹿工場・山中湖工場において、環境への取組みとして、さらなる廃棄物の削減に取り組

みます。

＜医療・産業ガス事業＞

① 高圧ガス充填設備を持つ滋賀支店、奈良営業所、近畿酸素株式会社の３拠点及び製造・物流室が連携し、供給

体制の強化及び配送効率の向上を図ります。

② グループ全体のスケールメリットを活かした営業基盤の拡充強化を図ります。

③ 当社及び子会社化した株式会社キンキ酸器の２社により、近畿圏でのさらなるシェア拡大に努めます。

④ 配送機能、及びメンテナンス等のアフターサービス機能の集約を行い、さらなる基盤強化を図ります。

⑤ 農業、食品、製薬分野等への産業用ガス需要開拓を推進します。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,600,000

計 22,600,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,046,500 8,046,500
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は100株でありま
す。

計 8,046,500 8,046,500 － －

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年４月１日～
2021年６月30日

－ 8,046 － 870,500 － 1,185,972

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2021年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－ －
普通株式 426,700

完全議決権株式(その他) 普通株式 7,617,000 76,170 －

単元未満株式 普通株式 2,800 － －

発行済株式総数  8,046,500 － －

総株主の議決権  － 76,170 －

（注）当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができませんので、直前の基準日（2021年３月31日）に基づく株主名簿により記載しております。

 

② 【自己株式等】

    2021年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
大丸エナウィン株式会社

大阪市住之江区緑木
１－４－39

426,700 － 426,700 5.30

計 － 426,700 － 426,700 5.30

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表に

ついて、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,791,628 4,239,781

受取手形及び売掛金 2,958,526 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,979,263

電子記録債権 228,507 132,837

商品及び製品 448,571 506,648

その他 419,948 378,117

貸倒引当金 △19,278 △25,564

流動資産合計 8,827,904 8,211,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,167,102 2,198,390

機械装置及び運搬具（純額） 585,541 576,504

土地 3,168,815 3,257,847

リース資産（純額） 257,586 286,776

その他（純額） 889,957 1,049,288

有形固定資産合計 7,069,003 7,368,807

無形固定資産   

のれん 1,982,163 2,093,915

顧客関連資産 264,349 256,574

その他 65,675 63,769

無形固定資産合計 2,312,189 2,414,259

投資その他の資産   

投資有価証券 943,188 974,043

関係会社株式 9,400 9,400

繰延税金資産 16,960 12,392

その他 267,175 295,863

貸倒引当金 △4,836 △4,836

投資その他の資産合計 1,231,887 1,286,863

固定資産合計 10,613,079 11,069,930

資産合計 19,440,984 19,281,014
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,884,895 1,769,252

電子記録債務 821,611 800,513

短期借入金 30,000 120,000

１年内返済予定の長期借入金 715,934 714,904

リース債務 106,433 113,576

未払法人税等 271,927 100,617

役員賞与引当金 26,300 6,000

その他 813,772 750,243

流動負債合計 4,670,875 4,375,106

固定負債   

長期借入金 1,213,371 1,034,525

長期未払金 177,559 177,391

リース債務 175,482 199,770

繰延税金負債 188,493 238,478

役員退職慰労引当金 259,814 206,271

その他 79,502 79,092

固定負債合計 2,094,223 1,935,529

負債合計 6,765,099 6,310,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 870,500 870,500

資本剰余金 1,185,972 1,185,972

利益剰余金 10,549,280 10,820,218

自己株式 △305,757 △305,757

株主資本合計 12,299,995 12,570,933

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 375,889 399,444

その他の包括利益累計額合計 375,889 399,444

純資産合計 12,675,885 12,970,377

負債純資産合計 19,440,984 19,281,014
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(2) 【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 4,712,846 5,657,605

売上原価 2,707,080 3,661,356

売上総利益 2,005,765 1,996,248

販売費及び一般管理費 1,736,135 1,787,514

営業利益 269,630 208,733

営業外収益   

受取利息 10 11

受取配当金 10,839 12,164

受取賃貸料 1,886 2,659

保険解約返戻金 31,851 －

その他 7,446 8,154

営業外収益合計 52,035 22,990

営業外費用   

支払利息 2,362 2,059

売上割引 221 －

不動産賃貸費用 230 225

その他 204 427

営業外費用合計 3,018 2,711

経常利益 318,646 229,013

特別利益   

固定資産売却益 2,620 8,558

投資有価証券売却益 － 420

特別利益合計 2,620 8,978

特別損失   

固定資産除売却損 2,850 5,092

特別損失合計 2,850 5,092

税金等調整前四半期純利益 318,416 232,900

法人税、住民税及び事業税 62,225 99,797

法人税等調整額 56,453 △38,793

法人税等合計 118,679 61,004

四半期純利益 199,736 171,895

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 199,736 171,895

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 51,288 23,554

その他の包括利益合計 51,288 23,554

四半期包括利益 251,024 195,450

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 251,024 195,450

 

EDINET提出書類

大丸エナウィン株式会社(E02739)

四半期報告書

11/18



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　2021年４月１日付で株式会社太陽プロパンの全株式を取得したことにより、当第１四半期連結会計期間より、

株式会社太陽プロパンを連結の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これに

よる主な変更点は以下のとおりです。

１．毎月の検針による使用量に基づく収益認識

　当社グループは、毎月、月末以外の日に実施する検針による顧客の使用量に基づき顧客に対する請求を

行っており、従来、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を翌月に計上（いわゆる検針日

基準による収益計上）を行っておりましたが、収益認識会計基準第35項の定めに従った収益を認識するた

め、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益を見積り計上する方法に変更しております。当

該収益の見積りは、同種の契約をまとめた上で、使用量及び単価を見積っております。使用量については、

決算月の月初から月末までの販売量を基礎として、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按

分により見積り、また、単価については、決算月の平均単価を基礎としております。

２．顧客に支払われる対価及び売上割引

　従来、販売費及び一般管理費として計上していた販売手数料等の一部の費用について、顧客に支払われる

対価として、売上高から減額する方法に変更しております。また、従来、営業外費用の売上割引として計上

していた顧客から回収時の控除額について、売上高から減額する方法に変更しております。

３．第三者のために回収する額

　販売価格に含めて顧客から回収し、国や都道府県等に納付する間接税である石油ガス税について、従来、

納付時に納付額を販売費及び一般管理費の租税公課として計上しておりましたが、第三者のために回収する

額として、売上高から減額する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は70,367千円減少し、販売費及び一般管理費は9,429千円減少

し、営業利益は60,938千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ60,728千円減少してお

ります。また、利益剰余金の当期首残高は182,858千円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて

表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会

計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結

累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

 

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収

束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

減価償却費 183,105千円 195,962千円

のれんの償却額 91,962千円 97,042千円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１　配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 72,387 9.5 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１　配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 83,816 11.0 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には、創立70周年記念配当１円50銭が含まれております。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

その他 合計
 リビング事業 アクア事業

医療・産業ガ
ス事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 2,920,251 324,745 1,467,849 4,712,846 － 4,712,846

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 2,920,251 324,745 1,467,849 4,712,846 － 4,712,846

セグメント利益又は損失
（△）

241,896 34,151 △6,417 269,630 － 269,630

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

その他 合計
 リビング事業 アクア事業

医療・産業ガ
ス事業

計

売上高       

ぽっぽガス 1,115,752 － － 1,115,752 － 1,115,752

エネルギー 2,092,372 － － 2,092,372 － 2,092,372

住宅設備機器 499,411 － － 499,411 － 499,411

アクア － 305,288 － 305,288 － 305,288

在宅医療・医療ガス － － 1,248,826 1,248,826 － 1,248,826

産業ガス・機材 － － 395,954 395,954 － 395,954

顧客との契約から生
じる収益

3,707,536 305,288 1,644,780 5,657,605 － 5,657,605

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 3,707,536 305,288 1,644,780 5,657,605 － 5,657,605

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 3,707,536 305,288 1,644,780 5,657,605 － 5,657,605

セグメント利益 127,365 11,663 69,704 208,733 － 208,733

 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。
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３　報告セグメントの変更等に関する事項

　（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業

セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間のリビング事業の売上高は65,316千円減

少、セグメント利益は60,800千円減少し、アクア事業の売上高は190千円減少し、医療・産業ガス事業の売上高

は4,860千円減少、セグメント利益は137千円減少しております。

 

（収益認識関係）

当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであり

ます。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

１株当たり四半期純利益 26円21銭 22円56銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 199,736 171,895

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

199,736 171,895

普通株式の期中平均株式数(千株) 7,619 7,619

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

   2021年８月６日

大丸エナウィン株式会社  

 取締役会　御中  

 

 ひびき監査法人  

 大阪事務所  

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 木　　下　　隆　　志　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 小　　林　　　 裕　　　 印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大丸エナウィン

株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大丸エナウィン株式会社及び連結子会社の2021年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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